
基徴発第0824001号

平成 19年 8月 24日

厚生労働省労働基準局

労 働 保 険 徴 収 課 長

都 道 府 県 労 働 局

総務部 (労働保険徴収部)長 殿

｢労働保険の未手続事業一掃対策における取組に係る報告について｣

の一部改正について

標記については､平成 18年 3月 2日付け基徴発0302001号 ｢労働保険の未手続

事業一掃対策に係る業務取扱要領の送付について｣(以下 ｢1号通達｣ とい うo)

及び同日付け基徴発第0302002号 ｢労働保険の未手続事業一掃対策における取組に

係る報告について｣(以下 ｢2号通達｣ という.)により､未手続事業一掃対策に

ついての報告を行 うよう通知 しているところであるが､今般､事務簡素化 ･効率化
I'

の観点から関係通達を下記の通 り一部改正することとしたので遺漏なきよう取 り計

られたい｡

記

第 1 1号通達の改正

別添様式 15を次のように改める｡



第 2 2号通達の改正

2号通達の一部を次のように改正する｡

1 記の 1の本文を次やように改める.

本省-の報告は､本通達別添の様式 15 ｢未手続事業保険関係成立状況等報

告書｣(以下 ｢報告書｣ とい う｡)を用いること｡

2 記の2中 ｢半期ごとに集計した結果を上半期 (4月 1■日～9月 30日)にあ

っては当該年度の 10月末､下半期 (10月 1日～翌年 3月 31日)にあって

は｣ を ｢年度を通 じた (4月 1日～翌年 3月 31日)活動実績を｣ に改める｡

3 記の 3(1)中､｢上半期又は下半期に各々手続指導等を行った件数等を記載

すること｡ よって当該半期に完結 していない未手続事業については､当該半期

末 日｣ を ｢当該年度末｣ に改める｡

4 記の 3(2)を次のように改める｡

(2) ｢1 未手続事業数 (前期より繰 り越 されたもの及び今期に把握 されたも

の)｣の うち ｢①適用促進計画件琴 ｣ については､平成 17年 3月 31日秤

け基徴発第0331001号 ｢労働保険の未手続事業一掃対策における取組に係 る

留意事項について｣ の記の 1 ｢適用促進計画の策定｣ において､｢策定に当

たっては､全体の新規成立事業場数に加え､局において実施する労働保険の

保険関係成立の手続の指導の具体的な年間目標件数を予め定めること｣ とし

てお り､これに基づき策定した ｢全体の新規成立事業場数｣ を ｢i)新規成

立事業場数｣ に､｢手続の指導件数｣の年間目標件数を ｢ii)手続指導件数｣

に各々記載すること｡

なお､｢全体の新規成立事業場数｣ には､新たに事業を開始 したなどによ

る自然増分も含めること｡

｢②今期未手続事業総数｣ については､当該年度において把握 しているす

べての未手続事業数 (前年度以前からの繰越分を含む｡)を記載すること｡

なお､未手続事業 と把握 したが､実態は労働者がいないなど明確に適用事

業に該当しないと判断できる場合は報告件数には含めないこと0

｢③主な把握方法による件数 (上記②の内訳)｣の各欄については次のと

お りとする｡

イ ｢i)前期繰越件数｣ については､前年度以前から繰 り越 された未手続事

業数を記載すること｡

ロ ｢並)全国労働保険事務組合連合会支部からの情報｣ については､協議会

などにより全国労働保険事務組合連合会都道府県支部 (以下 ｢全保連支部｣

という｡)から提供 された未手続事業数を記載すること｡

ハ ｢in)局で把握 した件数｣ については､上記 i)､ 並)に該当しない未手



続事業数を記載することとし､主な把握方法を括弧内に記載すること｡

5 記の 3中(8)を削 り､(7)中 ｢｢10 (参考)保険事故 (労災保険 ･雇用保険

に係る成立手続件数)｣｣を ｢｢9 (参考)保険事故 (労災保険 ･雇用保険に

係る成立手続件数)｣｣に､｢①上半期もしくは②下半期に記載すること｡ この

場合､①及び②について､労災保険及び雇用保険の成立手続件数を｣ を ｢労災

保険及び雇用保険について｣ に改め､(7)を(9)とし､(6)中 ｢｢9 運輸機関

からの通報制度処理等件数 (報告書 1- 8の うち書き)｣｣を ｢｢8 運輸機関

からの通報制度処理等件数 (報告書 1- 7の うち書き)｣｣に､｢項 目1- 8｣

を ｢項 目1-7｣に改め､｢なお､旅客自動車運送事業にあっては､平成 18

年度上半期報告か らとすること｡｣ を削 り､(6)を(8)とし､(5)を次のように

改める｡

(6) ｢6 職権成立 ･認定決定等数｣ の各欄については次のとお りとする0

イ ｢①職権成立 ･認定決定件数｣ の ｢i) うち､労災保険のみ職権成立とな

った件数｣ については､労災保険と雇用保険の両方の保険制度において適用

事業となる事業の うち労災保険に係る成立手続のみを職権により行い､雇用

保険に係る成立手続については今後も手続指導を行 う必要がある事業数を記

載すること｡

ロ ｢ii) うち､立入検査を実施せずに職権成立 となった件数｣ については､

職権成立を行った事業の うち立入検査を実施 しなかった事業数を記載するこ

と｡

ハ ｢泣) うち､毎月勤労統計調査による認定決定件数｣ については､職権成

立後に認定決定を行った事業の うち､当該事業の労働保険料の算出を毎月勤

労統計調査を用いて行った事業数を記載すること｡

｢②職権成立 ･認定決定を実施 した主な理由｣ については､職権成立及び

静定決定を行 うにあた り､当該事業を対象 とした理由を選択肢から選択する

こと｡また､選択肢にはない理由により対象 とした場合には､その理由を

｢Ⅴ)その他｣ の括弧内に記載すること｡

ホ ｢③職権成立させた主な事業の業種｣ については､職権成立させた事業の

うち件数が多い業種について､労災保険適用事業細 目における事業の種類の

細 目と事業数を記載すること｡

なお､事業の種類の細 目が判別 しがたい場合には､事業の種類の番号又は

日本標準産業分類の小分類を記載すること｡

(7) ｢7 次期繰越件数｣ については､年度末時点で未完了の事業数を記載す

ること｡

なお､｢今期未手続事業総数｣ から ｢未完了の件数｣ を差 し引いた件数 と

｢自主的成立件数｣ 及び ｢職権成立件数｣の合計数が一致 しない場合には､



一致 しない理由と事業数を括弧内に記載すること0

6 記の 3(4)を次のように改める｡

(5) ｢5 自主的成立手続件数 (繰越 ･振替分を含む)｣については､労働局

の手続指導又は全保連支部の加入勧奨により自主的に成立手続を行った未手

続事業数を記載すること｡なお､自主的に成立手続を行った未手続事業が前

年度以前より繰 り越 された事業であっても件数に計上すること｡

また､全保連支部より労働局-振 り替えられた未手続事業が自主的に成立

手続を行った場合には ｢②労働局の手続指導による件数｣ に計上することと

し､｢③全国労働保険事務組合連合会都道府県支部の加入勧奨による成立件

数｣ には計上 しないこと｡

7 記の 3(3)中第 2段落以降を削 り､(3)を(4)とし､(2)の次に次の 1項を加え

る｡

(3) ｢3 未手続事業に対する手続指導 ･加入勧奨の分担｣ については､把握

している未手続事業に対する手続指導 ･加入勧奨の担当数を労働局 と全保連

支部に分けて記載することとし､どちらが担当するか決まっていない場合に

は ｢(卦その他｣ に計上することo

なお､原則 として､｢①労働局担当数｣ と ｢②全国労働保険事務組合連合

会都道府県支部担当数｣ の合計 と､｢1 未手続事業数 (前期より繰 り越 さ

れたもの及び今期に把捜 されたもの)｣の ｢②今期未手続事業総数｣ の事業

数は一致することO

｢3 未手続事業に対する手続指導 ･.加入勧奨の分担｣ の各欄の記載内容

については次のとお りとする｡

イ ｢①労働局担当数｣ の ｢i)労働局担当分｣ については､協議会により初

めから労働局が手続指導を行 うこととなった事業数を記載すること｡

ロ ｢註)全保連支部からの振替分｣ については､協議会により全保連支部が

加入勧奨を行 うこととした後に､労働局の担当分 として振 り替えられた事業

数を記載すること｡

ハ ｢②全国労働保険事務組合連合会都道府県支部担当数｣ については､協議

会で全保連支部が加入勧奨を行 うこととした事業数を記載すること0

なお､｢①労働局担当数｣ の ｢ii)全保連支部か らの振替分｣ に計上 され

る事業は除くこと｡

ニ ｢③その他｣ については､①､②に該当しない未手続事業数を記載するこ

ととし､括弧内に①､②に計上されない理由を記載すること｡

8 別添を次のように改める｡



(様式15)

未手続′事業保険関係成立状況等報告書

労 働 局 名 :

担当者氏名 :

連 絡 先 :

1 未手続事業数

i①適用促進計画件数
I

i i)新規成立事業場数

l ii)手続指導件数
l

;②今期未手続事業総数]

;③主な把握方法による件数(上記②の内訳)I

ll I')前期繰越件数I

i ii)全国労働保険事務組合連合会支部からの情報
I

i iii)局で把握した件数 _ (主な把握方法を記載すること)

〔

i@業種別未手続事業数(上位3業種について記載)

･事業の種類の細目(又は産業分類の小分類)

･事業の種類の細目(又は産業分類の小分類)

･事業の種類の細目(又は産業分類の小分類)

2 全国労働保険事務組合連合会都道府県支部との協議会

l-~~■■~~~----~---I--I---~■■■■■■~--------I------I-I--I---I--I-~ー-
:(D協議回数
;

i②開催時期II
≡

3 未手続事業に対する手続指導･加入勧奨の分担

I

;①労働局担当数 i)労働局担当分l
I

l ii)全保連支部からの振替分
l

[

惨 全国労働保険事務組合連合会都道府県支部担当数

合計 o件

合計 o件



労 働 局 名 :

4 労働局の手続指導等

I

i①未手続事業への勧奨文書送付件数

②局･署･所に出頭させた事業 i)件数 (1事業-1件)

1

i③個別訪問した事業
I
l
1

i④事前調査数ll≡

ii)回数 (1事業でもその都度の回数)

i)件数 (1事業-1件)

ii)回数 (1事業でもその都度の回数､不在訪問を含む)

i)件数 (1事業-l件)

ii)回数 (調査総数)I

5 自主的成立手続件数 (繰越･振替分も含む)

l--~■-~--~~--I--I----■~-----------~~--I--I-ll-~---I-----I-
:①自主的成立手続合計件数(下記②+③)
l
:(診労働局の手続指導による件数
l
:③全国労働保険事務組合連合会都道府県支部の加入勧奨による件数
【

6 職権成立･認定決定等数

｢l-,i遠高三露 姦~‥-"-"-I-~…~=-=~"-~~~‥--~~~~~‥~‥-

i)うち､労災保険のみ職権成立となった件数

ii)うち､立入検査を実施せずに職権成立となった件数

iii)うち､毎月勤労統計調査による認定決定件数

!②職権成立潤 定決定を実施した主な理由

□ i)規模･従業員数 口iv)他の未手続事業に対する影響力

ロii)業種 □ V)その他

;口iii)地域性. (未手続事業が多い等))
!
I
l
i
l′
l
【
I
t
【

惨 職権成立させた主な事業の業種
I

.[ 壕 業の種類の細目(又は産業分類の小分類)I
I .事業の種類の細目(又は産業分類の小分類)I
I

I ･事業の種類の細目(又は産業分類の小分類)



労 働 局 名 :

7 次期繰越件数

1-②｢今期未手続事業総数｣ のうち､今年度末時点で成立手続が未完了の件数

※ ｢未完了件数｣+｢自主･職権成立件数｣-｢1-②今期未手続事業総数｣とならな
その理由と件数を記述すること｡

8運輸機関からの通報制度処理等件数 (上記1-7のうち書き)

I

;①貨物自動車運送事業

i)前年度末時点での通報件数 (但し､前年度末時点で未手続事業のものに限る｡)

ii)今年度通報件数

うち､通報受理時に手続済みだった事業数

iii)上記 i､iiの合計件数

うち､手続指導を行った件数

うち､手続指導後に自主成立した件数

うち､職権成立させた件数

うち､現在も未手続事業の件数

うち､地方運輸局等への回報済み件数

辱 旅客自動車運送事業

i)前年度末時点での通報件数 (但し､前年度末時点で未手続事業のものに限る｡)

ii)今年度通報件数

うち､通報受理時に手続済みだった事業数

I iii)上記 i､iiの合計件数

うち､手続指導を行った件数

うち､手続指導後に自主成立した件数

うち､職権成立させた件数

うち､現在も未手続事業の件数

うち､地方運輸局等への回報済み件数

9 (参考)保険事故に係る成立手続件数

!成立手続を行った件数

うち､労災保険に係る件数

! ぅち､雇用保険に係る件数I
L



改 訂 前 (18.03.02 基徴発第0302002号) 改 ~訂 後

1 撃告の仕様 1 報告の仕様
本省-の報告 は､別添 ｢未手続事業保険関係成立状況等報告書｣ (以下 ｢報告 本省-の報告は､本通達別添の様式 15 ｢未手続事業保険関係成立状況等報普

書｣ とい うo)を用いること8 書｣ (以下 ｢報告書｣ とい う○) を用いること○

2 報告の時期及び報告先 2 報告の時期及び報告先

未手癖事業に対す る手続指導等の状況等について､半期 ごとに集計 した結果 を､ 未手続事業に対す る手続指導等の状況等について､年度 を通 じた (4月 1日～-

上半期 (4月 1日～ 9月 30日)にあつては当該年度の 10月未､下半期 (10 翌年 3月 31日)活動実績 を翌年度の 4月末までに報告書 によ り､本省労働保険

月 1日～翌年 3月 31日)にあつては翌年度の 4月未ま でに報告書によ り､本省労働保険徴収課長 あて報告 (送付先 :労働保険徴収課適用係 あて)す ること03 報告書の記載 に当たつての留意点 徴収課長 あて報告 (送付先 :労働保険徴収課適用係 あて)す ること○3 報告書の記載 に当たつての留意点

(1) 報告書の記載 内容 は､上半期又は下半期に各々手続指導等を行 った件数等 を (1ト 報告書の記載内容は､呈遜空虚_塞時点の状況 を記載す ること○

記載す ること○ よって当該半期 に完結 していない未手続事業 につーいては､当該半期末 日時点の状晦を記載す ることQ(2) ｢1 未手続事業数｣について､① は年度 当初に策定.した適用促進計画に我 (2) ｢1 未手続事業数 (前期 よ り繰 り越 されたもの及び今期 に把握 された も
せてい る予定件数 を､② は当該半期で把握 した総件数 を､③ は把握方法 ごとの の)｣の うち ｢(D適用促進計画件数｣ については､平成 17年 3月 31日付 け
件数 を各々記載す ることO 基徴発第0331001号 ｢労働保険の未手続事業一掃対策 におけ る取組 に係 る留意

事項 について ｣の記 の 1 ｢適用促進計画の策定 j において､ ｢策定に当たって

は､全体の新規成立事業場数に加 え､局において実施す る労働保険の保険関係
成立の手続の指導の具体的な年間 目標件数 を予 め定めること｣ としてお.り､ こ

れに基づ き策定 した ｢全体の新規成立事業場数｣を ｢i)新規成立事業場数｣

に､｢手続 の指導件数｣の年 間 目標件数 を ｢註)手続指導件数｣に各 々記載す

ることoなお､ ｢全体の新規成立事業場数 ｣には､新たに事業 を開始 したな どに よる

自然増分 も含 めることo｢②今期乗手続事業総数｣については､当該年度 において把握 しているすべ

ての乗手続事業数 (前年度以前か らの繰越分 を含むo) を記載す ることo
なお､未手続事業 と把握 したが､実態は労働者がいないな ど明確 に適用事業

に該当 しない と判断できる場合 は報告件数には含 めない ことo｢③主な把握方法 による件数 (上記② の内訳)｣の各欄 については次の とお

l､lイ ｢i)前期繰越件数｣については､前年度以前か ら繰 り越 された未手続事

業数 を記載す ることoロ ｢ii)全国労働保険事務組合連合会支部か らの情報｣については､協議会
な どにより全国労働保険事務組合連合会都道府県支部 (以下 ｢全保逮支部｣

とい うO)か ら提供 された未手続事業数 を記載す ることDハ ｢iii)局で把握 した件数｣については､ i)､ 正) に該 当 しない来手続審

業数 を記裁す ることとし､主な把握方法を括弧内に記載す ること白く3) ｢3 未手続事業に対す る手続指導 .加入勧奨の分担｣については､把握 し

ている未手続事業 に対す る手続指導 .加入勧奨の担 当数 を労働局 と全保遵支部
に分けて記載す ることとし､ どち らが担 当す るか決まっていない場合 には ｢③



改 訂 前 (18-.03.02 基徴発第0302002号) 改 訂 後

良と ｢4 労働局 の手続指導等｣ につ いて､ (1事業 - 1件)としてい るものは､同 なお､原則 として ､ ｢(∋労働局担 当数｣ と ｢②全 国労働保 険事務組合連合会

都道府 県支部担 当数 ｣の合計 と､｢1 乗 手続事業 (前期 よ り繰 り越 され た も

の及 び今期 に手巴撞 された もの)｣ の r②今期乗 手続事業総数｣ の事業数 は一致

土_亘_主上 __｢3 未手続事業 に対す る手続指導 ,.加入勧奨 の分担｣の各欄 の記載 内容 に

ついては､次の とお りとす る.去イ ｢(∋労働局担 当数｣の ｢i)労働 局担 当分｣については､協議会 に よ り初
めか ら労働局が手続指導 を行 うこととなった事業数 を記載す ることo

ロ ｢止)全保連支部 か らの振替分｣については､協議会 に よ り全保連支部 が

加入勧奨 を行 うこととした後 に､労働 局の担 当分 として振 り替 え られ た事業

数 を記載す ることDハ ｢②全国労働保険事務組合連合会都道府 県支部担 当数｣については､協議
会 で全保連支部が加入勧奨 を行 うこ ととした事業数 を記載す ることo

なお ､ ｢(∋労働 局担 当数 ｣の ｢止l)全保達 支部 か らの振 替分｣ に計上 され

る事業 は除 くことoニ r③ そ~の他｣については､① ､② iこ該 当 しない乗手続事業数 を記載 す るこ

ととし､括弧内に(D､② に計上 されない理 由をを記載す るこ とDiii ｢4 労働 局ゐ手続指導等｣について､(1事業 - 1件) としてい るものは､
一事業 に対 して複数 回の指導等 を行 った場合 で も1件 と して件数 をカ ウン トす 同一事業 に対 して複数回の指導等 を行 った場合 で も 1件 として件数 をカ ウン ト

ることO他方 ､総数 は､事業件数 に関係 な く総ての指導等 を行 った場合 の回数 す るこ と○他方 ､総数 は､事業件数 に関係 な く総 ての指導等 を行 った場合 の回

とす ること○⑤ の職権成立 .認 定決 定件数 は､その合計数及び各月 ごとの件数 を記載す ることOまた､ うち書 きについては､職権歳立 .認 定決定件数 に対す る各々の件数 を記載す ることO更 に､主な理 由欄 には､職権成立 .認 定決定件数全体にお ける-主要 な理 由を1ない し2程度記載す るこ とoiii ｢5 自主的成立手続件数 ｣について､各項 目での振 り分 けは､その当該指 数 とす ることoiai ｢5 自主的成 立手続件数 (繰越 .振替分 も含 む)｣ につ いては､労働 局の
導時点か ら次 の指導時点 までの間 とす ること (例 :個別訪 問時での成立件数 の 手続指導又は全保達支部 の加入勧奨 に よ り自主的 に成立手続 を行 った未手続 事

前 までの間に手続 き した件数 を記載す る○)○ 前 よ り繰 り越 された事業 であつて も件数 に計上す ることD

なお､手続勧奨文書送付時での成立件数 が不明な場合 は､出頭時での成立件 また､全保達支部 よ り労働局-振 り替 え られ た未 手続事業が 自主的に成立手

数 に含 めて よいQ また､手続勧奨文書送付前に電話 での手続指導 に よって成立 続 を行 った場合 には ｢②労働局の手続指導 に よる件数｣ に計上す ることとし､

手続 を行 った場合 は手続勧奨文書送付時に含 めて もよい こと.iBi ｢8 次期繰 り越 し件数｣ について､上半期報告 にあつては① のみ を､下半 ｢③全 国労働保険事務組合連合会都道府 県支部 の加入勧奨 に よる成立件数｣には計上 しない こと○(6) ｢6 職権成立 .認 定決定等数 )の各欄 については次の とお りとす るO

なお､② は上 .下半期 を合算 (年間件数) して記載す ることO つた件数Jについては､労災保険 と雇用保 険の両方の保険制度 において適用

事業 となる事業 の うち労災保険 に係 る成立手続 のみ を職権 に よ り行 い､雇用

保険 に係 る成立手続 については今後 も手続指導 を行 う必要 があ る事業数 を記



改 訂 前 (18.03.02 基徴発第0302602号) 改 訂 後

iBi ｢9 運輸機 関か らの通報制度処理等件数 (報告書 1-8の うち書 き)｣ に 職権成立を行 った事業の うち立入検査 を実施 しなかった事業数 を記載す るこ｣ハ ｢iii) うち､毎月勤労統計調査 に よる認 定決 定件数 ｣ については､職権成

立後 に認 定決定 を行 った事業の うち､当該事業の労働保険料 の算 出を毎月勤

労統計調査 を用いて行 った事業数 を記載す ることoニ ｢②職権成立 t認 定決 定 を実施 した主な理 由 ｣につ いては､職権成立及 び

認 定決定 を行 うにあた り､当該事業 を対象 と した理 由を選択肢 か ら選択す る

こと○ また､選択肢 にはない理 由に よ り対象 とした場合 には､その理 由を

｢Ⅴ)その他｣の括弧 内に記載す ること○ホ ｢(診職権成立 させ た主 な事業の業種｣ につ いては､職権成立 させ た事業 の

うち件数 が多 い業種 について､労災保険適用事業細 目にお ける事業の種類 の

細 目と事業数 を記載す ること○なお､事業の種類 の細 目が判別 しがたい場合 には､事業 の種類 の番号又 は

日本標準産業分類 の′j､分類 を記載す ること.(7) ｢7 次期繰越件数｣ については､年度末時点で未完 了の事業数 を記載す る

こと O.なお､｢今期乗手続事業総数｣か ら ｢未完 了の件数｣を差 し引い た件数 と ｢自

主的成立件数J及び ｢職権成立件数｣の合計数 が一致 しない場合 には､一致 し

ない理 由 と事業数 を括弧 内に記載す ることOi呈上 ｢8 運輸機 関か らの通報制度処理等件数 (報告書 1- 7の うち書 き)｣ に
ついて､国土交通省 地方運輸局 (神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局 を含むO) ついて､国土交通省地方運輸局 (神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局 を含 む○)

又は運輸支局 (兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所 を含む○以下､ ｢地 又は運輸支局 (兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所 を含 むO以下､ ｢地 -

方運輸局又は運輸支局｣ を ｢地方運輸局等 ｣ とい うO)か ら通報 された貨物 自 方運輸局又は運輸支局｣ を ｢地方運輸局等｣ とい う○) か ら通報 された貨物 自
動車運送事業及 び旅 客 自動車運送事業の未 手続 となっている各項 目の件数及び 動車運送事業及び旅客 自動車運送事業 の未手続 となってい る各項 目の件数及び

地方運輸局等 に回報 した件数 を記載す ることO但 し､その件数 は墜且ユ二二且 の 地方運輸局等 に回報 した件数 を記載す ることo但 し､その件数 は盈且ユ二二ヱ の

うち数 であることに留意す ることoなお ､方賓客 自動車運送事業 にあつては､平成 18年度上半期報告か らとす ることoin ｢10 (参考)保険事故 (労災保険 .雇用保 険に係 る成立手続件数 ｣につい うち数であることに留意す ることoiBi ｢9 (参考)保険事故 (労~災保険 .雇用保 険に係 る成立手続件数｣につ い

て､未 手続事業 であって､保険事故 (労災保険 .雇用保険) の発生に よ り成立 て､未手続事業であって､保険事故 (労を保 険 暮雇用保険) の発 生に よ り成立
手続及び認 定決定 を行 った件数 を①上半期 もしくは②下半期 に記載す ることQ 手続及び認定決定 を行 った件数 を労災保険及び雇用保険 について各々 うち書 き

この場合 ､①及び② につ いて､労災保険及び雇用保 険の成立手続件数 を各 々 う す ること-O

ち書 きす ることO ■なお､本件数 は参考 として報告 を求 めるものであって､報告書 の各項 目にあ

なお ､本件数 は参考 として報告 を求め るものであって､報告書 の各項 目にある件数 には含 まれ るものではない こと8 る件数 には含 まれ るものではない こ と○


